
入 札 説 明 書 

 

 特定調達契約に係る一般競争入札の公告に基づく一般競争入札（以下「入札」という。）

については、関係法令に定めるほか、この入札説明書による。入札に参加する者（以下「入

札参加者」という。）が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項は、下記のとお

りである。 

 

 

１ 公告日 令和８年５月 26日（火曜日） 

 

２ 競争入札に付する事項 沖縄県総合教育情報ネットワークサーバ機器等賃貸借 

 ⑴ 契約方法 

   一般競争入札とする。 

 ⑵ 賃貸借期間   

   令和９年４月１日から令和 14年３月 31日まで 

 ⑶ 契約の内容  

   仕様書及び入札説明書による 

 ⑷ 納入の期限 

   令和９年３月 31日（水曜日） 

 ⑸ 納入の場所  

   仕様書による 

 ⑹ 入札金額 

  ① 入札金額は、搬入・設置・設定その他に係る一切の費用を含めた金額とする。 

② 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積

もった契約金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

 ⑺ 落札金額 

   入札金額に当該金額の 100分の 10に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未

満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とする。 

 ⑻ 入札執行の日時及び場所 

  ① 日時 令和８年７月６日（月曜日）午後２時 

  ② 場所 沖縄県教育庁１階サーバ室 

 

３ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

⑴ 入札参加者資格 次の要件を全て満たす者 



  ア  令和８年５月 26日付け沖縄県公報定期第 5413号登載の特定調達契約に係る一般

競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告による機器等の賃貸借に係る入

札参加資格を有すると認められた者 

イ 機器等の設置、設定業務及び障害対応業務体制証明書を令和８年６月 19日（金曜

日）午後５時までに７の担当部署に提出し、機器等の設置及び設定を円滑に行うこと

のできること並びに当該機器等に障害が発生した場合において、沖縄本島内にあっ

ては 1 日以内に、沖縄本島以外にあっては２日以内に技術者を派遣して対応するこ

とができることを証明した者 

ウ 納入しようとする機器等の機能等証明書を令和８年６月 19日（金曜日）午後５時

までに７の担当部署に提出し、当該機器等を納入することができることを証明した

者 

※一般競争入札参加資格登録申請書（関連資料含む）の提出期限は６月 15日（月）の

ため、ご留意ください。（全ての書類が６月 19日締め切りではありません） 

⑵ その他の入札参加条件 仕様書に記載する物品を納入できること。 

 

４ 入札保証金に関する事項 

別紙１「入札保証金説明書」による 

 

５ 落札者の決定方法 

⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格制限の範囲内で最低の価格をもって申込み

をしたものを落札者とする。 

⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が２人以上であるときは、直ちに、当該入札者

にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち

開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事

務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

⑶ 落札者がいない場合は直ちに再度入札を行う。なお、再度の入札は原則として２回を

限度とする。 

⑷ 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の２第１項

第８号により、随意契約ができるものとする。 

 

６ 入札執行人及び立会人 

  沖縄県教育庁教育 DX推進課職員 

 

７ 契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地 

  名 称  沖縄県教育庁教育 DX推進課学校ネットワーク整備班 

所在地  沖縄県那覇市寄宮１丁目２番 16号 



 

８ 契約の手続において使用する言語及び通貨 

  日本語及び日本国通貨に限る 

 

９ その他 

 ⑴ 入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

  ① 入札参加資格にない者のした入札 

  ② 同一人が同一事項についてした２通以上の入札 

  ③ ２人以上の者から委任を受けた者が行った入札 

④ 入札書の表記金額を訂正した入札 

⑤ 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札 

⑥ 入札条件に違反した入札 

⑦ 連合又はその他不正の行為があった入札 

⑧ 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札 

 

 ⑵ 契約保証金 

   落札者は、沖縄県財務規則第 101条の規定により、契約金額の 100分の 10以上の金

額を納付すること。 

  ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除することができる。 

① 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約（契約額の 100 分の

10 以上）を締結し、その証書を提出する場合 

② 国（独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。）又は沖縄県若しくは沖縄県

以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、こ

れらのうち過去２箇年の間に履行期限が到来した２以上の契約を全て誠実に履行した

ことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書類を提出する場

合 

  



入札説明書（別紙１） 

 

入札保証金説明書 

 

１ 入札保証金の額 

見積もる契約金額の100分の５以上とします。もし足りない場合、入札は

無効となります。 

入札書の提出までに、入札保証金の免除の証明書の提出又は納入済みであ

ることを証する書類を提示しなければなりません。 

 

２ 入札保証金の還付 

入札保証金は入札終了後に還付します。 

ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の全部又は一部に 

充当します。 

 

３ 入札保証金の免除 

次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免 

除することができます。 

⑴ 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との

間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を令和８年

６月19日（金曜日）午後５時までに提出した場合 

 ⑵ 国（独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。）又は沖縄県若しく

は沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結

した実績を有し、これらのうち過去２箇年の間に履行期限が到来した２以

上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の

地方公共団体が証明する書類を令和８年６月19日（金曜日）午後５時までに

提出する場合 

 

※ 現金で入札保証金が納付された場合、手続きが複雑になる上、取り扱いに

配慮が必要となりますので、可能な限り｢３ 入札保証金の免除｣の手続きを

とって下さるようご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 



※ 現金で納付する場合、事前に教育庁教育DX推進課へ連絡をお願いします。 

 

４ 現金で納付する場合 

納付方法 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 「債務者登録票（様式第３号）」及び「入札保証金納付書発行依頼

書（第４号様式）」に必要事項を記入し、令和８年６月15日（月）

午後５時までに、教育DX推進課へ提出する。 

⑵ 「債務者登録票」及び「入札保証金納付書発行依頼書」に基づいて

納付書を発行するので、下記納付場所において納付し、領収証の写

しを教育DX推進課へ令和８年６月19日（金）までに提出すること。 

※「債務者登録票」及び「入札保証金納付書発行依頼書」受付後 

２日程度で納付書を発行する予定。 

納付場所 

 

 

琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄労働金庫、

沖縄県農業協同組合、商工組合中央金庫那覇支店、沖縄県信用漁業協

同組合連合会本店、鹿児島銀行、みずほ銀行 

納付期間 令和８年６月15日（月）～令和８年６月19日（金）午後５時まで 

還付方法 

 

 

 

 

⑴ 入札終了後、「入札保証金返還請求書」（様式第５号）に必要事項

を記入し、教育ＤＸ推進課へ提出する。（落札者以外） 

⑵ 入札保証金返還請求書」を提出後、約20日程度で登録した口座へ振

り込む。（落札者以外） 

⑶ 落札者の入札保証金は契約保証金に充当することができる。 

※現金納付の場合と、免除申請を行う場合で、関係書類の提出期限が異なりますのでご注意く

ださい。 

 

５ 入札保証金の不還付 

   落札者が落札決定の日から７日以内に契約を締結しないときは、その落 

札は無効とし、入札保証金は沖縄県に帰属するものとする。 

 

 


